
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 ■ ■

11

12

13

14

15

伝票処理・契約事務

伝票処理・契約事務

伝票処理・契約事務

活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

施設維持管理・修繕・伝票処理・契約事務

調整・改修工事

調査・審議

伝票処理・契約事務

11

月

12

月
1月7月

電話回線使用料等の財務事務

消耗品等の購入・管理

図書館業務・施設に関する苦情等処理

ハマミーナ図書室分担金事務

図書館資料複写料金の徴収

火災保険料の財務事務

事業概要

　老若男女、誰もが利用できる教育施設である本市の公立図書館として、図書館業務の円

滑な遂行のため、図書館運営に関する設備等の管理保守点検業務等を行います。

　図書館は、昭和５８年７月に開館し、築４０年を経過していることから、施設を適切に

維持管理すると共に、本館２階の一部を授乳室に改修し、乳児連れの方も安心して来館で

きる子育てに優しい図書館を目指します。

事務事業名

図書館の維持管理・修繕

図書館の改修工事(工事時期は調整中)

図書館衛生活動推進委員会の開催

施設内光熱水費の財務事務

8月 9月
10

月
4月 5月

伝票処理・契約事務

伝票処理・契約事務

相談・問合せ対応

施設維持管理及び運営事業

部名 課かい名 図書館教育推進部

事務事業概要書



根拠法令
抜粋

・教育基本法

第１２条第２項　国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施

設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって

社会教育の振興に努めなければならない。

・図書館法

第３条　図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学

校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に

掲げる事項の実施に努めなければならない。（以下、第１号から第９号）

・茅ヶ崎市立図書館条例

第１条　この条例は、図書館法に基づき、茅ヶ崎市立図書館の設置及び管理に関し必要

な事項を定めるものとする。

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第２条　茅ヶ崎市立図書館は、図書館法第３条の規定に基づき次の事業を行う。（以下

第１号から第９号）

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

利用申請の受付・承認及び会議室の貸出 申請等受付

会議室の管理 館内施設管理

事業概要

　年間を通し、社会教育に関わる団体の活動の場を提供するため、無料で利用できる図

書館内会議室等（第１～第４会議室及び展示ホール）の申込受付、貸出、管理業務等を

行います。

・第１会議室　定員７２名　６０平方メートル

・第２会議室　定員２４名　４０平方メートル

・第３会議室　定員　８名　１８平方メートル

・第４会議室　定員１０名　２２平方メートル（和室）

・展示ホール　展示ケース６台　８４平方メートル

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 会議室の利用貸出事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



根拠法令
抜粋

・社会教育法

第９条第１項　図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

・図書館法

第３条第８号　社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う

教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること

・茅ヶ崎市立図書館条例

第５条第１項　図書館の第１会議室、第２会議室、第３会議室、第４会議室及び展示

ホールを使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。（以下、

第２～３項及び第６条から第１４条まで）

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第１６条第１項　条例第５条第１項の規定により使用の承認を受けようとする者は、茅ヶ

崎市立図書館会議室等使用申請書により教育委員会に申請しなければならない。（以

下、第１７条から第２３条）

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

委員の報酬支払 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

協議会開催準備 審議会

会議録の作成 事務作業全般

事業概要

　図書館法に基づき、図書館の行う図書館奉仕について、館長に対して意見を述べる機関

として設置されている茅ヶ崎市立図書館協議会の開催準備及び運営、会議録の作成を行い

ます。

　また、任期満了の委員について、委嘱事務を行います。（現委員の任期令和8年５月２

５日）

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 図書館協議会事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



根拠法令
抜粋

・図書館法

第14条第１項　公立図書館に図書館協議会を置くことができる。

第15条　図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が任

命する。

第16条　図書館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他図書館協議

会に関して必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなけ

ればならない。この場合におおいて、委員の任命の基準については、文部科学省令で定

める基準を参酌するものとする。

・茅ヶ崎市図書館条例

第15条　図書館法第14条第1項の規定により図書館に茅ヶ崎市立図書館協議会を置く。

第16条第１項　協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資

する活動を行う者並びに学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。（以下第

２項から第４項）

・茅ヶ崎市立図書館協議会規則（全文）

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8

9

10

11

12

13

14

15

視聴覚障がい者情報ネットワークの使用 事務作業全般

消耗品（新聞、雑誌、官報等）の購入 伝票処理・契約事務

資料のデジタル化 事務作業全般

電子書籍に関する研究 検討

システム用データ供給の賃貸借 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

図書館資料選定・購入 事務作業全般

書誌情報の入力 事務作業全般

事業概要

　図書購入のための茅ヶ崎市立図書館選定委員会により、資料収集方針に基づき本市の

図書館にふさわしく、かつ、多様化する市民ニーズや社会状況に応じた幅広い分野から

の資料収集を行い、図書館の資料の充実に努めます。

　地域の要望に応じた資料の収集を行います。

　従来の郷土資料デジタルライブラリーについては、交付金を活用したデジタルアーカイ

ブ（ちがだべ）に加え、ジャパンサーチによる検索も可能となりました。引き続き、新

たな資料のデジタル化を進めます。

　非接触やアクセシビリティの向上や新たな利用者の掘り起こしを図るため、電子書籍

の導入がなされた県内図書館の事例などについて引き続き研究します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 図書館資料収集事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



根拠法令
抜粋

・図書館法

第３条　図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学

校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に

掲げる事項の実施に努めなければならない。

第１号　郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意し

て、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料を収集し、一般公衆の利用に供す

ること。

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第２条　茅ヶ崎市立図書館は、図書館法第３条の規定に基づき次の事業を行う

第１号　図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、一

般公衆の閲覧利用に供し、又は貸出しを行うこと。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9 ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11

12

13

14

15

雑誌・新聞の製本 事務作業全般

図書配送業務 事務作業全般

図書館資料の閲覧・貸出 事務作業全般

読書相談・レファレンス業務 相談・問合せ対応

図書館システム用機器賃貸借 伝票処理・契約事務

予約・リクエストサービスの実施 事務作業全般

図書資料の相互貸借 事務作業全般

会計年度任用職員の労務管理 事務作業全般

督促状の発送 通知等発送

データベース使用賃貸借 伝票処理・契約事務

事業概要

　市民の学習活動等を支援し、高度化・多様化するニーズに応えるため、貸出・返却や

予約・リクエストサービスだけでなく、障がい者向けサービスや家庭配本サービスなど

図書館利用における幅広いサービスを提供します。

　本館から遠い地域でも資料の利用ができるよう、本館、分館、各図書室等をつなぐ配

送システムにより、他館（他図書室）所蔵の資料を貸出し、返却できるサービスを行い

ます。

　予約資料受取ロッカー（うけとりちゃんＤＸ）を運営し、非対面・非接触で資料を貸

出しできるサービスを引き続き行います。

　利用者が求める情報・資料に適切に案内できるよう、レファレンスの向上を含め、図

書館職員の専門性や、コミュニケーション能力の向上を図ります。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

事務事業名 図書館利用及び貸出事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・図書館法

第３条　図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学

校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に

掲げる事項の実施に努めなければならない。

第１号　郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意し

て、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料を収集し、一般公衆の利用に供す

ること。

第５号　分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこ

と。

・茅ヶ崎市立図書館条例

第４条　図書館が一般の閲覧に供することを目的として所有する図書、文書、逐次刊行物

その他これらに類する物及びビデオテープ、コンパクトディスクその他の視聴覚教育のた

めの資料(以下これらを「図書館資料」という。)を貸出しを受けて図書館外で使用するこ

と(以下「館外使用」という。)ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1)　市内に住所を有し、又は市内の事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは市内の学

校に在学している者

(2)　市内にある官公署、学校、会社その他の団体

(3)　前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当であると認める者第５条第１項　図書

館の第１会議室、第２会議室、第３会議室、第４会議室及び展示ホールを使用しようと

する者は、教育委員会の承認を受けなければならない。（以下、第２～３項及び第６条

から第１４条まで）

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第２条

第１号　図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、一

般公衆の閲覧利用に供し、又は貸出しを行うこと。

第５号　閲覧所及び配本所を設け、その運営を行うこと。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

図書館自主事業の実施 市民等向け研修・講座

ブックリサイクルの実施 イベント開催

事業概要

　市民の自主的・自発的な学習活動を援助するために、図書館ボランティア、大学、民

間との連携により、多様な学習機会の提供に努めるとともに、検証を行い、今後の読書

活動へのきっかけづくりとなるように取り組みます。

　時流に合わせた特別展示や学校連携等で作成したＰＯＰによる本の紹介をします。展

示に関連したブックトークやレファレンス等の教育普及活動を行います。

　また、除籍資料等の再活用（リユース）のため、ブックリサイクルを実施します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 図書館自主事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



根拠法令
抜粋

・図書館法

第３条　図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学

校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に

掲げる事項の実施に努めなければならない。

第６号　読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催

を奨励すること。

第８号　社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う教育活

動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第２条　茅ヶ崎市立図書館は、図書館法第３条の規定に基づき次の事業を行う。

第６号　読書会、研究会、鑑賞会、講演会、おはなし会、資料展示会等を主催し、及び

その奨励を行うこと。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8

9

10

11

12

13

14

15

映像機器等の貸出し 申請等受付

視聴覚資料の購入（CD、DVD他） 伝票処理・契約事務

CD、DVDの修理 事務作業全般

映画会等の開催 イベント開催

書誌（DVD）情報の入力 事務作業全般

新規購入資料の情報データ供給 事務作業全般

消耗品の購入 伝票処理・契約事務

事業概要

　市民のニーズを把握した視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ）の収集及び貸出しを行います。

　映像資料を活用し、市民のニーズに沿った映画会を実施します。

　視聴覚ライブラリーを運営し、資料の収集を行うとともに、茅ヶ崎市、藤沢市、寒川

町に事務所等を有する団体に向けて映像機器（プロジェクター、スクリーン等）や上映

権付の映像作品（ＤＶＤ等）の貸出を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

11

月

事務事業名 視聴覚資料事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・図書館法

第３条　図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学

校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に

掲げる事項の実施に努めなければならない。

第１号　郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意し

て、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料を収集し、一般公衆の利用に供す

ること。

第６号　読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催

を奨励すること。

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第２条

第１号　図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、一

般公衆の閲覧利用に供し、又は貸出しを行うこと。

第６号　読書会、研究会、鑑賞会、講演会、おはなし会、資料展示会等を主催し、及び

その奨励を行うこと。



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■

3 ■

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

神奈川県図書館協会分担金の支出 伝票処理・契約事務

9月
10

月

11

月

各図書館との情報交換及び研修の受講 職員向け研修

日本図書館協会分担金の支出 伝票処理・契約事務

事業概要

　日本図書館協会、全国公共図書館協議会、関東地区公共図書館協議会、神奈川県図書

館協会に加盟し、各図書館との情報交換を行うとともに、各種研修会に参加します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 各図書館協会事務事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



根拠法令
抜粋

・図書館法

第３条　図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学

校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に

掲げる事項の実施に努めなければならない。

第４号　他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校

に附属する図書館又は図書室と密接に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこ

と。

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第２条　茅ヶ崎市立図書館は、図書館法第３条の規定に基づき次の事業を行う。

第４号　他の図書館、学校、公民館等関係機関と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の

相互貸借を行うこと。

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

関係機関等からの図書の相互貸借 事務作業全般

図書館資料相互貸借宅配便 伝票処理・契約事務

事業概要

　高度化・多様化する利用者及び市民の要望に対応するとともに、利用者及び市民の学

習活動を支援する機能の充実を図るため、藤沢市、平塚市、寒川町との相互利用、県立

図書館を通じた相互貸借、大学図書館との連携による相互利用を行います。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 図書館の相互利用事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



根拠法令
抜粋

・図書館法

第３条第４号　他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及

び学校に附属する図書館又は図書室と密接に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を

行うこと。

・茅ヶ崎市立図書館運営規則

第２条第４号　他の図書館、学校、公民館等関係機関と緊密に連絡し、協力し、図書館

資料の相互貸借を行うこと。

・茅ヶ崎市立図書館館外使用取扱要綱

第２条第３項第１号　藤沢市、平塚市及び寒川町に住所を有する個人

第２条第３項第６号　相互利用の協定を締結した学校に勤務、若しくは在学している者

法的
実施根拠

あり



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11 ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

13

14

15

職場体験・施設見学等の受入れ 市民等向け研修・講座

子ども読書活動に関する企画・イベントの実施 イベント開催

図書館ボランティア育成に係る講座の開催 市民等向け研修・講座

家庭へのアンケートの実施 統計調査・集計

保育園、児童クラブへの団体貸出し 事務作業及び運搬

おはなし会の開催 イベント開催

アウトリーチ事業 イベント開催

学校連携事業の実施 市民等向け研修・講座

ブックトーク講師派遣 市民等向け研修・講座

ブックスタートの実施 市民等向け研修・講座

9月
10

月

11

月

第３次茅ヶ崎市子ども読書活動推進計画の公表、啓発周知 周知・広報

第３次茅ヶ崎市子ども読書活動推進計画の推進 進捗管理

事業概要

　令和５年度に策定した「第３次茅ヶ崎市子ども読書活動推進計画」に基づき、図書館

以外の場に出向いての事業（アウトリーチ）、ブックスタート事業や学校との連携事業と

してブックトーク講師派遣事業等を実施します。

　図書館で対面での定例的なおはなし会のほか、施設見学や職場体験等の受入れを行い

ます。

　また、これらの事業を継続するため、読み聞かせボランティア講習会等を開催し、ボ

ランティアの担い手確保、スキルアップに努めます。

　このほか、読書活動を支援するため保育園及び児童クラブへの図書貸出を実施しま

す。

　家庭での読書活動推進の状況を把握するため家庭へのアンケートを実施します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 子ども読書活動推進事業

事務事業概要書

部名 教育推進部 課かい名 図書館



根拠法令
抜粋

・子どもの読書活動の推進に関する法律

第４条 　地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実

情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。

第９条

第２項 　市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が

策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計

画）を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏

まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下

「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。

第３項　都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読

書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

第４項 　前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画の変更について準用する。

法的
実施根拠

あり


